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院長　高岡和子

医師　高岡誠人（日本呼吸器学会 専門医）

禁煙治療も行っています

日曜、祝日、木曜と土曜の午後休診

診 察 医 師

診療時間 月 火 水 木 金 土

○ ○ ☆ ☆ ○ ○

○ ○ ○ ○

午前

9:00～12:30

午後

2:00～6:00

○高岡誠人、高岡和子
☆高岡和子

高岡内科（医）慶誠会

☎ 088-892-0296

内科・呼吸器内科

お
知
ら
せ

平
成
31
年
度
ス
ポ
ー
ツ
安
全

保
険
の
ご
案
内

　

４
名
以
上
の
団
体
で
加
入
が
で

き
ま
す
。
加
入
申
込
書
は
教
育
委

員
会
事
務
局
に
あ
り
ま
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
も
加
入
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
保
険

の
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
期
間

　

２
０
１
９
年
４
月
１
日
～

　

２
０
２
０
年
３
月
31
日

▼
加
入
で
き
る
団
体

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
文
化
活
動
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
地
域
活
動

を
行
う
団
体

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局

☎
８
９
３-

１
９
２
２

　

公
共
財
団
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会

　

高
知
県
支
部☎

８
２
０-

１
７
５
５

h
ttp

：//w
w

w
.sp

ortsan
zen

.org

お
知
ら
せ

平
成
31
年
度
銃
砲
刀
剣
類

登
録
審
査
会
実
施

　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第

14
条
及
び
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則

に
基
づ
く
標
記
審
査
会
を
次
の
日

程
で
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時　

毎
月
第
２
火
曜
日　

　

13
時
30
分
～
16
時
00
分

　

（
受
付
は
15
時
30
分
）
ま
で

▼
場
所　

高
知
県
庁
西
庁
舎
３
階

会
議
室

　

（
高
知
市
丸
ノ
内
１-

７-

52
）

※
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
あ
り

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課

　

銃
砲
刀
剣
類
担
当

☎
８
２
１-

４
７
６
１

お
知
ら
せ

無
料
法
律
相
談
会
の

開
催
に
つ
い
て

　

５
月
１
日
か
ら
始
ま
る
憲
法
週

間
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、
左
記

の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
会
を
開

催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日

　

５
月
８
日（
水
）

　

（
受
付
）
12
時
30
分
～
15
時

　

（
相
談
）
13
時
～
17
時

▼
場
所　

高
知
共
済
会
館

　

C
O

M
M

U
IN

IT
Y

 SQ
U

A
R

E 

３
階

　

高
知
市
本
町
５-

３-

２
０

▼
共
催
機
関

　

高
知
弁
護
士
会
、
高
知
地
方
検

察
庁
、
高
知
地
方
法
務
局
、
高
知

地
方
・
家
庭
裁
判
所

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係

☎
０
８
８-

８
２
２-

０
５
７
６

お
知
ら
せ

「
い
の
町
地
域
づ
く
り
推
進

事
業
」
を
募
集
し
ま
す
。

　

町
の
地
域
資
源
を
活
か
し
、
独

創
的
、
個
性
的
な
地
域
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す

る
町
内
の
団
体
に
予
算
の
範
囲
内

で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
団
体　
　
　

　

町
民
又
は
町
内
に
居
住
す
る
者

が
主
体
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
て
い

る
団
体

▼
補
助
対
象
事
業

⑴
人
材
育
成
の
た
め
の
事
業

⑵
伝
統
・
文
化
継
承
の
た
め
の
事
業

⑶
地
場
産
業
育
成
の
た
め
の
事
業

⑷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
育
成
の
た
め
の

事
業

⑸
そ
の
他
、
地
域
づ
く
り
に
関
し
町

長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
事
業

▼
補
助
対
象
経
費

　

事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費

※
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
人
件

費
、
謝
金
及
び
飲
食
に
係
る
経

費
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
事
業
承
認
申
請

　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
事
業
承
認
申
請
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。
事
業
内
容

を
選
考
委
員
会
で
審
査
し
、
承
認

事
業
を
決
定
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間

　

４
月
１
日（
月
）～

　

４
月
19
日（
金
）

■
問
い
合
わ
せ

　

総
合
政
策
課☎

８
９
３-

１
１
１
２

お
知
ら
せ

「
い
の
町
地
域
支
援
補
助
金

事
業
」
を
募
集
し
ま
す
。　

　

地
域
の
魅
力
づ
く
り
等
の
事
業

を
実
施
す
る
町
内
に
お
け
る
単
独

又
は
複
数
の
行
政
地
区
に
予
算
の

範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
団
体　
　
　

　

町
内
に
お
け
る
単
独
又
は
複
数

の
行
政
地
区

▼
補
助
対
象
事
業

　

地
域
の
魅
力
づ
く
り
や
情
報
発

信
に
関
す
る
事
業

▼
補
助
対
象
経
費

　

事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費

※
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
人
件

費
、
謝
金
及
び
飲
食
に
係
る
経

費
、
そ
の
他
町
長
が
不
適
当
と

認
め
る
経
費
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

▼
募
集
期
間

　

４
月
１
日（
月
）～

　

12
月
27
日（
金
）

※
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
総
合
政
策
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

総
合
政
策
課☎

８
９
３-

１
１
１
２


